
 
 

 

資料 2 

ご担当者 様                     令和２年 ７月 ３日 

発信者 佐渡市消費生活センター 
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消費者トラブル情報 
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市内で訪問買い取りの相談が増加しておりますので、情報提供いたします。 

高齢者等のトラブル未然防止のため情報提供させていただきます。 
ご協力よろしくお願いいたします。 
 

消費生活に関する相談・問い合わせ先 
佐渡市消費生活センター  
〒952－1393 佐渡市河原田本町３９４番地  

ＴＥＬ ５７－８１４３  ＦＡＸ ５２－６０２４ 

【相談内容】 

市外の事業者から「古着や履物などを買い取る。」という電話があった、

という相談が増加しています。高齢者が承諾したところ、家に来て「貴金

属はないか。」と言い、勝手に２階に上がって行った、という悪質な事例

も報告されています。 

また、電話がしつこく、遅い時間にかかってきて困る、という相談も寄せ

られています。 

【注意していただきたいこと】 

・あいまいな返事はせずに、契約する意志がない場合はきっぱりと断りま

しょう。 

・他人を安易に自宅に入れないようにしましょう。強引に入って来るよう

な場合は警察に通報しましょう。 

・不安を感じた場合や不審に思った場合は、消費生活センターや警察へ相

談しましょう。 

 


